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問

問

お
知
ら
せ
し
ま
す

お
知
ら
せ
し
ま
す

情
報

お知らせらせ
Information－ －

問

申 ･･･ 申し込み先

･･･ 問い合わせ先

ご
参
加
く
だ
さ
い

ご
参
加
く
だ
さ
い

申
問

問問

問

問

コ
ー
ル
谷
井
田

ク
リ
ス
マ
ス
コ
ン
サ
ー
ト

　

コ
ー
ル
谷
井
田
（
つ
く
ば
み
ら
い

市
文
化
協
会
洋
楽
部
所
属
）
で
は
、

結
成
30
周
年
を
記
念
し
、
ク
リ
ス
マ

ス
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催
し
ま
す
。

　

み
ん
な
で
歌
う
コ
ー
ナ
ー
や
お
茶

の
サ
ー
ビ
ス
も
あ
り
ま
す
。

　

土
曜
日
の
午
後
、
コ
ー
ラ
ス
と
一

緒
に
過
ご
し
ま
せ
ん
か
。

▼
日
時
＝
12
月
２
日
㈯　

午
後
１
時

　

30
分
開
演

▼
会
場
＝
谷
井
田
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

　

ン
タ
ー

▼
主
な
曲
目
＝
ク
リ
ス
マ
ス
ソ
ン
グ
、 

　

星
に
願
い
を
、
ア
ヴ
ェ
マ
リ
ア
、

　

地
上
の
星
、
落
葉
松
ほ
か
（
指
揮

　

＝
中な
か

嶋じ
ま

冨と
み

子こ

、
ピ
ア
ノ
＝
久ひ
さ

積づ
み

和わ

　

香か

子こ

）

▼
入
場
料
＝
無
料

▼
そ
の
他
＝
駐
車
場
に
限
り
が
あ
り

　

ま
す
。
お
車
を
ご
利
用
の
方
は
、

　

会
場
ま
で
は
乗
り
合
わ
せ
の
う
え
、

　

お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

  

鈴す
ず

木き

（
☎
58
‐
１
９
５
２
）

　

  

今い
ま

井い

（
☎
58
‐
８
７
２
１
）

第
９
回
犬
・
猫
里
親
の

会
の
お
知
ら
せ

　

里
親
の
会
は
、
犬
や
猫
が
欲
し
い

方
と
、
事
情
に
よ
り
犬
や
猫
を
飼
え

な
く
な
っ
た
方
の
仲
介
を
し
ま
す
。

　

里
親
の
会
に
参
加
す
る
方
は
、
必

ず
事
前
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
＝
12
月
３
日
㈰　

午
後
1
時

　

〜
3
時　

※
雨
天
中
止

▼
場
所
＝
市
役
所
伊
奈
庁
舎
常
陽
銀

　

行
Ａ
Ｔ
Ｍ
付
近

　

  

占う
ら

部べ　

☎
58
‐
７
１
６
８

水
道
管
の
凍
結
対
策
に

つ
い
て

　

気
温
が
氷
点
下
４
度
以
下
に
な
る

と
、
防
寒
の
不
完
全
な
水
道
管
は
凍

結
し
、破
裂
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

露
出
し
て
い
る
水
道
管
に
は
、
保
温

材
を
巻
き
、
さ
ら
に
上
か
ら
ビ
ニ
ー

ル
テ
ー
プ
な
ど
で
し
っ
か
り
巻
き
付

け
て
、
保
温
材
が
も
れ
な
い
よ
う
に

し
て
く
だ
さ
い
。

　

  

市
水
道
課　

☎
52
‐
６
１
０
０

製
造
事
業
所
の
皆
様
へ

〜
工
業
統
計
調
査
〜

　

平
成
18
年
工
業
統
計
調
査
を
、
12

月
31
日
現
在
で
行
い
ま
す
。

　

調
査
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
本

年
12
月
か
ら
来
年
1
月
に
か
け
て
調

査
員
が
お
伺
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
調
査
票
に
記
入
し
て
い
た

だ
い
た
内
容
に
つ
い
て
は
、
統
計
法

に
基
づ
き
秘
密
が
厳
守
さ
れ
ま
す
の

で
、
正
確
な
ご
記
入
を
お
願
い
し
ま

す
。

　

  

市
伊
奈
庁
舎
企
画
政
策
課

☎
58
‐
２
１
１
１（
内
線
１
２
４
２
）

農
業
委
員
会
各
種
申
請

受
付
期
間

　

12
月
の
各
種
申
請
の
受
付
期
間
は

次
の
と
お
り
で
す
。

▼
受
付
期
間
＝
12
月
11
日
㈪
〜
14
日

　

㈭

  　

市
谷
和
原
庁
舎
農
業
委
員
会
事

　

務
局

☎
58
‐
２
１
１
１

（
内
線
８
１
２
０
〜
８
１
２
２
）

年
末
年
始
の
パ
ス
ポ
ー
ト

取
扱
窓
口
に
つ
い
て

●
県
南
パ
ス
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
（
土

　

浦
市
大
和
町
「
ウ
ラ
ラ
３
」
４
階
）

▼
通
常
受
付
＝
月
〜
金
曜
日
（
祝
日

　

を
除
く
）
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

　

45
分

▼
年
末
年
始
＝
12
月
29
日
㈮
〜
平
成

　

19
年
1
月
3
日
㈬
ま
で
休
み

※
年
内
に
パ
ス
ポ
ー
ト
を
交
付
で
き

　

る
の
は
、
12
月
19
日
㈫
ま
で
に
申

　

請
さ
れ
た
方
と
な
り
ま
す
。

●
県
南
パ
ス
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
取
手

　

出
張
所
（
取
手
市
役
所
内
）

▼
通
常
受
付
＝
火
、
金
曜
日
（
祝
日

　

を
除
く
）
午
前
10
時
〜
午
後
３
時

▼
年
末
年
始
＝
12
月
23
日
㈯
〜
平
成

　

19
年
1
月
８
日
㈪
ま
で
休
み

※
年
内
に
パ
ス
ポ
ー
ト
を
交
付
で
き

　

る
の
は
、
12
月
８
日
㈮
ま
で
に
申

　

請
さ
れ
た
方
と
な
り
ま
す
。

　

  

県
南
パ
ス
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
９
‐
８
２
５
‐
４
５
５
５

①
人
権
週
間

　

１
９
４
８
年
12
月
10
日
、
国
連
総

会
で
世
界
人
権
宣
言
が
採
択
さ
れ
た

の
を
記
念
し
、毎
年
12
月
10
日
は「
人

権
デ
ー
」
と
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

法
務
省
と
全
国
人
権
擁
護
委
員
連

不
正
軽
油
の
取
締
り
に

ご
協
力
を

　

不
正
軽
油
は
犯
罪
で
す
。
環
境
破

壊
を
伴
う
脱
税
行
為
（
軽
油
引
取
税

32
．
１
円
／
ℓ
）
に
つ
い
て
、
県
で

厳
し
く
取
り
締
ま
っ
て
い
ま
す
の

で
、
情
報
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
廃
食
油
な
ど
か
ら
つ
く
る

「
Ｂ
Ｄ
Ｆ（
バ
イ
オ
デ
ィ
ー
ゼ
ル
フ
ュ

エ
ル
）」
も
、
課
税
の
対
象
と
な
る

場
合
が
あ
る
の
で
、
製
造
・
使
用
前

に
必
ず
県
税
事
務
所
に
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

▼
不
正
軽
油
の
例

・
灯
油
や
重
油
を
そ
の
ま
ま
車
の
燃

　

料
と
し
て
販
売
・
使
用

・
軽
油
を
灯
油
や
重
油
で
水
増
し

・
灯
油
や
重
油
を
混
和
し
て
製
造
し

　

た
油
を
「
軽
油
」
と
偽
り
販
売
・

　

使
用

●
不
正
軽
油
１
１
０
番

☎
０
1
２
０
‐
２ふ

４せ

１い

‐
７な

４し

４！

℻  
０
２
９
‐
３
０
１
‐
２
４
３
９

　

  

土
浦
県
税
事
務
所
課
税
第
一
課

☎
０
２
９
‐
８
２
２
‐
７
２
１
２

合
会
で
は
、
人
権
デ
ー
を
最
終
日

と
す
る
12
月
4
日
か
ら
10
日
ま
で
を

「
人
権
週
間
」
と
し
て
各
種
の
人
権

啓
発
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

一
人
ひ
と
り
は
皆
違
い
ま
す
が
、

人
権
は
す
べ
て
の
人
に
平
等
に
保
障

さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
自
分
の

人
権
を
主
張
す
る
だ
け
で
は
、
他
の

人
の
人
権
を
侵
害
す
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。

　

人
権
週
間
に
当
た
り
、
人
権
は
、

自
分
と
同
じ
よ
う
に
他
の
人
に
も
あ

る
こ
と
を
考
え
、
お
互
い
に
相
手
の

立
場
を
考
え
、
豊
か
な
人
間
関
係
を

つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

●
水

戸

地

方

法

務

局

●
茨
城
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会

②
人
権
週
間
記
念
講
演
会

　

県
で
は
、
多
く
の
県
民
の
皆
様
に

身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
人
権
を
考
え
て

い
た
だ
く
機
会
と
す
る
た
め
、
人
権

週
間
（
12
月
4
日
〜
10
日
）
期
間
中

に
記
念
講
演
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

皆
様
の
参
加
を
心
よ
り
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。

▼
日
時
＝
12
月
9
日
㈯　

午
後
1
時

　

〜
（
開
場
０
時
20
分
）

▼
場
所
＝
つ
く
ば
国
際
会
議
場
ホ
ー

　

ル（
つ
く
ば
市
竹
園
２
‐
20
‐
３
）

▼
内
容
＝
人
権
啓
発
ポ
ス
タ
ー
コ
ン

　

ク
ー
ル
表
彰
式
、
人
権
メ
ッ
セ
ー

　

ジ
表
彰
式
、
人
権
作
文
朗
読
、
講

　

演
「
笑
っ
て　

泣
い
て　

頑
張
っ

　

て
」
海え

老び

名な

香か

葉よ

子こ

氏
（
エ
ッ
セ

　

イ
ス
ト
）

国
民
生
活
金
融
公
庫

か
ら
の
お
知
ら
せ

①
恩
給
・
共
済
年
金
担
保
貸
付

▼
使
い
道
＝
住
宅
、教
育
、レ
ジ
ャ
ー

　

な
ど
の
消
費
資
金
お
よ
び
事
業
資

　

金
な
ど

▼
融
資
額
＝
２
５
０
万
円
以
内
（
た

　

だ
し
、
恩
給
や
共
済
年
金
な
ど
の

　

3
年
分
以
内
）

▼
利
率
＝
年
１
．
７
５
％
（
平
成
18

　

年
7
月
12
日
現
在
）

②
定
例
創
業
相
談
会

　

創
業
を
お
考
え
の
方
や
創
業
後
間

も
な
い
方
か
ら
の
相
談
に
お
答
え
し

ま
す
。
公
庫
融
資
制
度
の
ほ
か
、
ビ

ジ
ネ
ス
プ
ラ
ン
（
事
業
計
画
）
や
資

金
調
達
計
画
の
作
成
な
ど
、
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。（
予
約
制
）

▼
日
時
＝
毎
月
第
２
・
４
水
曜
日

　

午
前
9
時
〜
午
後
4
時

　

  

国
民
生
活
金
融
公
庫
土
浦
支
店

☎
０
２
９
‐
８
２
２
‐
４
１
４
１

㈶
茨
城
県
勤
労
者
育
英

基
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

①
ろ
う
き
ん
の
教
育
ロ
ー
ン

▼
融
資
額
＝
最
高
５
０
０
万
円
（
労

　

金
の
会
員
の
方
は
１
千
万
円
ま
で
）

▼
返
済
期
間
＝
15
年
以
内
、
在
学
中

　

の
元
金
返
済
据
置
き
も
で
き
ま
す
。

▼
金
利
＝
1.9
〜
2.4
％

▼
保
証
料
＝
個
人
負
担

▼
保
証
＝
茨
城
県
労
働
者
信
用
基
金

　

協
会
の
保
証

②
育
英
基
金
の
利
子
補
給
制
度

　

茨
城
県
勤
労
者
育
英
基
金
と
は
、

勤
労
者
の
教
育
費
の
負
担
軽
減
を
目

的
に
、
茨
城
県
・
市
町
村
・
中
央
労

働
金
庫
が
出
資
を
し
て
つ
く
ら
れ
た

公
益
法
人
で
す
。

　

在
学
中
（
最
長
4
年
以
内
）
の
お

子
様
1
人
当
た
り
１
０
０
万
円
（
１

世
帯
３
０
０
万
円
）
ま
で
の
融
資
に

対
し
、
年
１
％
の
利
子
補
給
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

  

㈶
茨
城
県
勤
労
者
育
英
基
金

☎
０
２
９
‐
２
３
１
‐
０
２
３
５

さ
わ
れ
る
展
示
ハ
ー
ト

フ
ル
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

▼
対
象
者
＝
原
則
と
し
て
視
覚
障
害

　

者
が
対
象
（
一
般
の
方
も
可
）

▼
期
間
＝
11
月
23
日
㈭
〜
12
月
10
日

　

㈰　

午
前
9
時
30
分
〜
午
後
5
時

▼
展
示
場
所
＝
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
パ
ー

　

ク
茨
城
県
自
然
博
物
館
企
画
展
示

　

室
▼
展
示
構
成
＝
動
物
、
植
物
、
地
学

　

の
各
分
野
（
さ
わ
れ
る
資
料
を
中

　

心
に
）

▼
入
館
料
＝
障
害
者
の
方
は
無
料　

　
（
障
害
者
手
帳
表
示
）、
付
き
添
い

　

の
方
は
1
人
ま
で
無
料

  　

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
パ
ー
ク
茨
城
県

　

自
然
博
物
館

☎
０
２
９
７
‐
38
‐
２
０
０
０

問

狩
猟
解
禁　

ル
ー
ル
を

守
り
安
全
に
！

▼
狩
猟
解
禁
期
間
＝
11
月
15
日
㈬
〜

　

平
成
19
年
２
月
15
日
㈭

●
狩
猟
者
の
み
な
さ
ん
へ

　

狩
猟
の
際
は
、
ル
ー
ル
を
よ
く
守

り
、
特
に
危
険
防
止
に
は
十
分
注
意

し
て
、
事
故
な
ど
が
発
生
し
な
い
よ

う
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

●
住
民
の
み
な
さ
ん
へ

　

狩
猟
期
間
中
は
危
険
防
止
に
十
分

注
意
し
、
ご
理
解
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

　

  

市
谷
和
原
庁
舎
農
政
課

☎
58
‐
２
１
１
１（
内
線
８
１
5
３
）

12
月
４
日
〜
10
日
は

人
権
週
間
で
す

▼
費
用
＝
無
料

▼
申
込
方
法
＝
電
話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
（
Ｆ

　

Ａ
Ｘ
の
場
合
、
住
所
、
氏
名
、
電

　

話
番
号
、
参
加
人
数
を
記
入
）

▼
定
員
＝
１
千
２
０
０
人（
先
着
順
）

　
　
　

茨
城
県
人
権
啓
発
推
進
セ
ン

　

タ
ー

☎
０
２
９
‐
３
０
１
‐
３
１
３
６

℻  
　

０
２
９
‐
３
０
１
‐
３
１
３
８

問

問

問


